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地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

における平成１９年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表について

経済産業省及び環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室

効果ガス排出量算定・報告・公表制度により事業者から報告のあった平成１９

年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、とりまとめました。

報告を行った事業所（者）数は、特定事業所排出者が 14,840事業所（7,813
事業者）、特定輸送排出者が 1,447事業者でした。また、報告された特定排出
者の温室効果ガス排出量の合計値は 6億 5,041万 tCO2で、わが国の平成１９

年度排出量（速報値）約 13億 7,100万 tCO2の約５割に相当します。

１．経 緯

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「温室効果ガス排出量算定・報

告・公表制度」は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者（特定排出者）に、

温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された

情報を集計・公表する制度です。本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出

量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤

を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全

般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指したものです。

経済産業省及び環境省は、制度開始後２回目の報告となる平成１９年度の温

室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、と

りまとめました。

２．集計結果の概要

報告を行った事業所（事業者）数及び報告された排出量の合計は、下記の

通りです（［］内は平成１８年度の温室効果ガス排出量集計結果）。報告され

た排出量の合計値は 6億 5,041万 tCO2で、わが国の平成１９年度排出量（速

報値）約 13億 7,100万 tCO2の約５割に相当します。



【特定事業所排出者（事業所単位の報告を行う特定排出者）】

・報告事業所（者）数：14,840事業所（7,813事業者）［14,227事業所（7,505
事業者）］

・報告排出量の合計：6億 1,430万 tCO2［6億 635万 tCO2］

【特定輸送排出者（輸送部門の排出量報告を行う特定排出者）】

・報告事業者数 ：1,447事業者［1,439事業者］
・報告排出量の合計：3,611万 tCO2［3,608万 tCO2］

【特定排出者全体】

・報告排出量の合計：6億 5,041万 tCO2［6億 4,243万 tCO2］

３．公表及び開示請求について

経済産業大臣及び環境省は、特定排出者から報告された排出量等について、

事業所管大臣から通知された集計の結果を、①事業者別、②業種別及び③都道

府県別に集計し、その結果を特定排出者全体に係る関連情報と併せて公表しま

す。

また、経済産業大臣・環境省及び事業所管大臣は、①特定排出者（事業者及

び事業所）に関する情報、②当該事業所の温室効果ガスの種類ごとの排出量及

び③当該事業所に係る関連情報を、請求に応じて開示します。

経済産業省及び環境省では、すべての事業所からの報告について、本日１

５：００時から開示請求を受け付けます。また、事業所管省庁では、当該省庁

の所管に係る業種からの報告について開示請求を受け付けます。

集計結果及び開示請求の方法については、下記に掲載予定です。

http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/

※なお、データの入力ミス等があった場合には、集計結果を訂正し、公表さ

せて頂くことがあります。
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